
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
条
並
び
に
第

十
三
条
第
四
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保

険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
条
の
六
第
三
項
、
第
百
条
の

七
第
二
項
並
び
に
第
百
条
の
十
一
第
四
項
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅

延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
第
六
条
第
四
号
、
第
七

条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年

金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
一
条
　
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

一
　
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
入
の
告
知

（
納
入
告
知
書
の
発
送
又
は
交
付
に
係
る
権
限
を
除
く
。
）

二
　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
延
長

三
　
国
税
通
則
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
入
の
告
知
（
納
入
告
知
書
の
発
送
又
は
交
付
に
係

る
権
限
を
除
く
。
）

四
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
義
務
者
に
属
す
る
権
利
の
行
使

五
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
法
律
行

為
の
取
消
し
の
裁
判
所
へ
の
請
求

六
　
国
税
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
の
猶
予

七
　
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
の
猶
予
の
取
消
し

八
　
国
税
通
則
法
第
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
免
除

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
通
知
す
る
事
項
）

第
二
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
本
年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
厚
生
労
働
大
臣

に
対
し
、
自
ら
権
限
を
行
う
よ
う
求
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
自
ら
行
う
よ
う
求
め
る
権
限
の
内
容

二
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
前
号
の
権
限
を
行
う
よ
う
求
め
る
理
由

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
）

第
三
条
　
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
滞
納
処
分
等
（
以
下
「
滞
納
処
分
等
」
と
い
う
。
）
を

行
う
こ
と
と
な
る
旨

二
　
機
構
か
ら
当
該
滞
納
処
分
等
を
引
き
継
い
だ
年
月
日

三
　
機
構
か
ら
引
き
継
ぐ
前
に
当
該
滞
納
処
分
等
を
分
掌
し
て
い
た
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百

九
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
年
金
事
務
所
（
以
下
「
年
金
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
名
称

四
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
根
拠
と
な
る
法
令

六
　
滞
納
し
て
い
る
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
種
別
及
び
金
額

七
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
権
限
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
機
構
は
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
行
っ
て
い
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い

こ
と
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
機
構
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
機
構
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
機
構
が
行
う
滞
納
処
分
等
の
結
果
の
報
告
）

第
五
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
機
構
が
行
っ
た
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
に
係
る
納
付
義
務
者
の
氏
名
及
び
住

所
又
は
居
所

二
　
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
を
行
っ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
結
果

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
滞
納
処
分
等
実
施
規
程
の
記
載
事
項
）

第
六
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
七
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
滞
納
処
分
等
の
実
施
体
制

二
　
滞
納
処
分
等
の
認
可
の
申
請
に
関
す
る
事
項

三
　
滞
納
処
分
等
の
実
施
時
期

四
　
財
産
の
調
査
に
関
す
る
事
項

五
　
差
押
え
を
行
う
時
期

六
　
差
押
え
に
係
る
財
産
の
選
定
方
法

七
　
差
押
財
産
の
換
価
の
実
施
に
関
す
る
事
項

八
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
及
び
延
滞
金
の
納
付
の
猶
予
及
び
差
押
財
産
の
換
価
の
猶
予
に
関

す
る
事
項

九
　
そ
の
他
滞
納
処
分
等
の
公
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

（
地
方
厚
生
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
七
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部

を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
権
限

二
　
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

三
　
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

四
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条

の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

五
　
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

受
理

六
　
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事

務
に
係
る
権
限

1



七
　
法
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

八
　
法
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

受
理

２
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の
管
轄
区
域
に
係
る

も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

（
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
八
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及

び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促

二
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
六
条
第
二
項
及

び
国
民
年
金
法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
の
発
行

（
法
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
九
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

一
　
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
事
務
（
当
該
通
知
を
除
く
。
）

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情

報
（
番
号
利
用
法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に

係
る
事
務

（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
及
び
延
滞
金

二
　
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
又
は
法
第
三
条
に
規
定
す
る
給
付
遅
延
特
別
加
算
金

（
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
加
算
金
」
と
い
う
。
）
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
（
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
返
還

金
」
と
い
う
。
）

（
令
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
一
条
　
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
機
構
の
職
員
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
及
び
延
滞
金
又
は
返
還
金
（
以
下
「
徴
収
金

等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
、
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
の
現
金
収
納
を
原

則
と
し
て
行
わ
な
い
旨
の
説
明
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
義
務
者
が
徴
収
金
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る

場
合

二
　
納
付
義
務
者
が
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
場
所
（
年
金
事
務
所
を
除
く
。
）
で
の

納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
二
条
　
令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
年
金
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
年
金
事
務
所
で
徴
収
金
等
の
収
納
を
実
施
す
る
場
合

（
領
収
証
書
等
の
様
式
）

第
十
三
条
　
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
領
収
証
書
及
び
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
へ
報
告
す

る
報
告
書
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
。

（
徴
収
金
等
の
日
本
銀
行
へ
の
送
付
）

第
十
四
条
　
機
構
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
金
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
送
付
書
（
様
式
第
二

号
）
を
添
え
、
こ
れ
を
現
金
収
納
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
同
月
三
日
、
十
二
月
二
十
九

日
、
同
月
三
十
日
又
は
同
月
三
十
一
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
を
当
該
翌
日
と
み
な
す
。
）
に

お
い
て
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店
を
い
う
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
十
五
条
　
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
収
納
職
員
（
令
第
六
条
第
二
号

に
規
定
す
る
収
納
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
徴
収
金
等
の
収
納
及
び
送
付
の
都
度
、
直
ち
に
こ
れ

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
職
員
に
よ
る
歳
入
金
以
外
の
金
銭
等
の
受
領
）

第
十
六
条
　
徴
収
職
員
（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
徴
収
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
徴
収
金
等
を
徴
収
す
る

た
め
第
三
債
務
者
、
公
売
に
付
す
る
財
産
の
買
受
人
等
か
ら
歳
入
金
以
外
の
金
銭
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
金
以
外
の
金
銭
を
受
領
し
た
と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
職
員
は
納
付
義
務
者
か
ら
有
価
証
券
の
納
付
委
託
を
受
け

た
と
き
は
、
有
価
証
券
の
取
立
て
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
取
立
て
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
し
た

と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
徴
収
職
員
が
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
納
付
受
託
証
書
に
当
該
金
銭
を
受
領
し
た
こ
と
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
領
収
証
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
。

（
現
金
の
保
管
等
）

第
十
七
条
　
収
納
職
員
が
そ
の
手
許
に
保
管
す
る
現
金
は
、
こ
れ
を
堅
固
な
容
器
の
中
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
収
納
職
員
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
現
金
を
、
私
金
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
証
券
の
取
扱
い
）

第
十
八
条
　
収
納
職
員
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
現
金
に
代
え
証
券
を
受
領
し
た
と
き
は
、
現
金
に
準
じ
そ
の
取
扱

い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
等
の
報
告
）

第
十
九
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
収

納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
、
徴
収
金
等
収
納
状
況
報
告
書
（
様

式
第
五
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
金
庫
の
検
査
）

第
二
十
条
　
機
構
の
理
事
長
は
、
毎
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
日
と
し
、
同
日

が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
々
日
と
す
る
。
）
又
は
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
、
若
し
く
は
そ
の
廃
止

が
あ
っ
た
と
き
は
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の
職
員
の
う
ち
か
ら
検
査
員
を
命
じ
て
、
当
該
収
納
職
員
の
帳
簿

金
庫
を
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
の
理
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
随
時
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の
職
員
の
う
ち
か
ら

検
査
員
を
命
じ
て
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
検
査
員
は
、
前
二
項
の
検
査
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
受
け
る
収
納
職
員
そ
の
他
適
当
な
機
構
の
職
員
を
立
ち

会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
検
査
員
は
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
し
た
と
き
は
、
検
査
書
二
通
を
作
成
し
、
一
通
を
当
該
収
納
職
員

に
交
付
し
、
他
の
一
通
を
機
構
の
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
検
査
員
は
、
前
項
の
検
査
書
に
記
名
し
て
印
を
押
す
と
と
も
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
会
っ
た
者
に
記

名
さ
せ
、
か
つ
、
印
を
押
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
納
職
員
の
交
替
等
）

第
二
十
一
条
　
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
は
、
前
任
の
収
納
職
員
は
、
交
替
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
、
そ
の
月
分

の
徴
収
金
等
収
納
簿
の
締
切
り
を
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
上
、
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、

後
任
の
収
納
職
員
と
と
も
に
記
名
し
て
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
任
の
収
納
職
員
は
、
様
式
第
六
号
の
現
金
現
在
高
調
書
及
び
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
、
証
拠
そ
の
他
の
書

類
の
目
録
各
二
通
を
作
成
し
、
後
任
の
収
納
職
員
の
立
会
い
の
上
現
物
に
対
照
し
、
受
渡
し
を
し
た
後
、
現
金
現
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在
高
調
書
及
び
目
録
に
年
月
日
及
び
受
渡
し
を
終
え
た
旨
を
記
入
し
、
両
収
納
職
員
に
お
い
て
記
名
し
て
認
印
を

押
し
、
各
一
通
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
収
納
職
員
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
廃
止
さ
れ
る
収
納
職
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
そ
の
残
務
を
引
き

継
ぐ
べ
き
収
納
職
員
に
残
務
の
引
継
ぎ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
任
の
収
納
職
員
又
は
廃
止
さ
れ
る
収
納
職
員
が
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
の
事

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
機
構
の
理
事
長
が
指
定
し
た
職
員
が
こ
れ
ら
の
収
納
職
員
に
係
る
引
継
ぎ

の
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
送
付
書
の
訂
正
等
）

第
二
十
二
条
　
機
構
は
、
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
へ
の
報
告
又
は
第
十
四

条
に
規
定
す
る
送
付
書
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
当
該
年
度
所
属
の
歳
入
金
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
ま
で
に
当
該
歳
入
徴
収
官
又
は
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代
理
店
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
そ
の
訂
正
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
か
ら
、
機
構
が
収
納
し
た
歳
入
金
の
所
属
年
度
、
主
管
名
、
会
計
名

又
は
取
扱
庁
名
に
つ
い
て
、
誤
び
ゅ
う
の
訂
正
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
訂
正
し
、
そ
の
旨
を
当
該
歳

入
徴
収
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
収
証
書
の
亡
失
等
）

第
二
十
三
条
　
機
構
は
、
現
金
の
送
付
に
係
る
領
収
証
書
を
亡
失
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
日
本
銀
行
か
ら
そ
の

送
付
済
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
二
十
四
条
　
機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
、
速
や
か
に
、
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
行
使
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
）

第
二
十
五
条
　
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給

す
る
も
の
と
さ
れ
る
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
又
は
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
る
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
（
以
下
「
特
別
加
算
金
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
加
算
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既

支
払
者
（
以
下
「
既
支
払
者
」
と
い
う
。
）
（
第
三
項
に
規
定
す
る
者
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
番
号
利
用
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金
法

第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
（
以
下
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
い
う
。
）

三
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
険
給
付
又
は
法
第

三
条
に
規
定
す
る
給
付
（
以
下
「
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
年
金
証
書
の

年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十

四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営

業
所
で
あ
っ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵

便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く

。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口

座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
書
類
を
機
構
に
提
出
し
た

こ
と
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
特
別
加
算
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
既
支
払
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
未
支
給

の
保
険
給
付
が
支
給
さ
れ
た
者
又
は
国
民
年
金
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
の
年
金
が
支
給
さ
れ
た
者
に

限
り
、
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
死
亡
し
た
受
給
権
者
（
以
下
単
に
「
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
と
の
身
分

関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
付
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

六
　
請
求
者
以
外
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当

す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望

す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座

番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

４
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
を

機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む

も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第

十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報

一
覧
図
の
写
し
（
以
下
「
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
」
と
い
う
。
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当

該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

第
二
十
六
条
　
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
死
亡
し
た
既
支
払
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
付
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
死
亡
の
年
月
日

3



六
　
請
求
者
以
外
に
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
死
亡
し
た
既
支
払
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望

す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座

番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
を

機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当

該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

第
二
十
七
条
　
既
支
払
者
が
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
請
求

又
は
同
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
た
だ
し
書
の
請
求
（
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

こ
れ
ら
の
請
求
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
後
に
死
亡

し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
の
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
を
行
お
う

と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求

書
を
機
構
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
た
だ

し
書
の
請
求
又
は
同
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
条
た
だ
し
書
の
請
求
を
し
た
後
に
死
亡
し
た

既
支
払
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
付
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
死
亡
の
年
月
日

六
　
請
求
者
以
外
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
請
求
者
と
当
該
請
求
者
以
外
の
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望

す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座

番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
請
求
を
し
た
者
が
当
該
請
求
を
し
た
後
に
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
、
請
求
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
請
求
を
し
た
後
に

死
亡
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
死
亡
請
求
者
」
と
い
う
。
）
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
死
亡
請
求
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
削
除

三
　
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
請
求
に
係
る
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
基
礎
年
金
番
号

五
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
加
算
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
付
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

六
　
死
亡
請
求
者
の
死
亡
の
年
月
日

七
　
請
求
者
以
外
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
請
求
者
と
当
該
請
求
者
以
外
の
者
と
の
身
分
関
係

八
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望

す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座

番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
類

を
機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
（
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
死
亡
請
求
者
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
法
附
則
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
の
特
別
加
算
金
の
支
給
を
請
求
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
既
支
払
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当

該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条
　
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
請
求

書
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
加
算
金
に
関
す
る
通
知
）

第
二
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
別
加
算
金
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
文
書
で
、
そ
の
内
容
を
特
別

加
算
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

4



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第一号(第十三条関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  
収納職員コード       令和     年度     

納

付

者 

年金手帳の

基 礎 年 金 番 号 
                    年金特別会計 第   号 

出納

区分 
0 ： 収納職員 

  

住 所   

内

訳 

徴 収 金 延 滞 金 

保険料

種 別 
納 付 期 間 金 額 

日

数 
金 額 

氏 名   
    年   月 

― 
  年   月             円 日           円 

生 年 月 日 
5 . 昭 和 
7 . 平 成 
9．令 和 

  年   月   日           
― 

                                    

    

 

        
― 

                                    

  
金 額 

              円             
― 

                                    

令 和 
    

年     月     日 計 徴 収 金 額 
            円 日           円 

  
備

考 

  

◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残       枚 
  

 

 
 

第
二
片 

領 収 証 書 

  
収納職員コード       令和     年度     

納

付

者 

年金手帳の

基 礎 年 金 番 号 
                    年金特別会計 第   号 

出納

区分 
0 ： 収納職員 

  

住 所   

内

訳 

徴 収 金 延 滞 金 

保険料

種 別 
納 付 期 間 金 額 

日

数 
金 額 

氏 名 殿  
    年   月 

― 
  年   月             円 日           円 

生 年 月 日 
5 . 昭 和 
7 . 平 成 
9．令 和 

  年   月   日           
― 

                                    

  下記の金額を領収しました。 

  

 

        
― 

                                    

  
金 額 

              円             
― 

                                    

令 和 
    

年 
    

月 
    

日 計 徴 収 金 額 
            円 日           円 

 

印   備

考 

  

◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へご連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 

◎この領収証書は、年金手帳と一緒に大切に保管してください。 

 

 
 

第
三
片 

  

  

                 領 収 済 報 告 書 
届書コード 6 0 4 

届
書 

①収納職員コード       ②令和     年度   ③集 計 表 作 成 年 月 日 令和   
年 

  
月 

  
日 

④通番       

納

付

者 

⑤ 年 金 手 帳 の

基 礎 年 金 番 号 
                    年金特別会計 ⑦第   号 

⑧出納

区分 
0 ： 収納職員 

送
信 

  

住 所   

内

訳 

徴 収 金 延 滞 金 
  

保険料

種 別 
納 付 期 間 金 額 

日

数 
金 額 

被 保 険 者 氏 名 殿  
⑨ ⑩ 年   月 

― 
  年   月 ⑪           円 日           円 

⑥生 年 月 日 
5 . 昭 和 
7 . 平 成 
9．令 和 

  年   月   日 ⑫ ⑬       
― 

        ⑭                           

  下記の金額を領収したので報告します。 

⑮ 

 

⑯       
― 

        ⑰                           

  
金 額 

              円   ⑱ ⑲       
― 

        ⑳                           

令 和 
    

年 
    

月 
    

日 
送
信 

  
計 徴 収 金 額 

            円 日           円 

印   

 

歳入徴収官                殿 

備

考 

  

  

    備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 
        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 
        4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

様
式
第
二
号
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第二号(第十四条関係) 

 

第
一
片 

 送付書・領収証書 国 庫 金     
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生
労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
二
片 

 領 収 控 国 庫 金  送  
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生
労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
三
片 

 領 収 済 通 知 書 国 庫 金     
  

第       号 
  

   

あて先 歳入徴収官 

    所 属 庁 名 

    所 在 地 

下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生
労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

    備 考 

    1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

    2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様
式
第
三
号
（
第
十
五
条
関
係
）

様式第三号(第十五条関係) 

徴収金等収納簿 

 

年月日 摘要 徴収金種別 収 送 残 

            円     円     円 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

様
式
第
四
号
（
第
十
六
条
関
係
）

様式第四号(第十六条関係) 

原 符 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

 

 

令和  年  月  日 
摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

    ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚   

   

領 収 証 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収しました。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  (ご注意) ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所までご連絡ください。 

       ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 

 

領 収 済 報 告 書 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収済につき報告します。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

 

殿           

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  

備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 
    2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 
    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様
式
第
五
号
（
第
十
九
条
関
係
）

様式第五号(第十九条関係) 

徴収金等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日      

 

 厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員       

所 属 ・ 氏 名 印     

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考   

主任収納職員 ○○ ○○             

分任収納職員 ○○ ○○             

   〃   ○○ ○○             

              

              

計             

  

 

備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

様
式
第
六
号
（
第
二
十
一
条
関
係
）

様式第六号(第二十一条関係) 

 

現金現在高調書 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

 上記のとおり引継を終わりました。 

  令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えること

ができる。 

7


